仕　様　書

この仕様書は、熊本市生活保護受給者等特定健康診査実施要綱に基づき実施する生活保護受給者等健康診査（以下「生保者等健診」という）の業務内容について定めるものとする。
1　業務委託名
令和8年度（2026年度）生活保護受給者等健康診査業務委託
2　対象者
熊本市の生活保護を受給する40歳以上のもの、及び中国残留邦人等で40歳以上のもの。
3　実施場所
「特定健康診査受診券（以下「受診券」という。）」の交付を受けたものに対して医療機関及び健

診機関で実施する。

4　実施期間
令和8年（2026年）4月1日～令和9年（2027年）3月31日
5　業務内容

（１）生保者等健診の実施について
①生保者等健診の受付
ア　対象者からの申込み受付を行う。
イ　受診券を確認し、回収し保管する。対象者が受診券を持参しなかった場合は、熊本市保護管理援護課（電話096-328-2299）に連絡し、受診者の氏名・生年月日を伝え、受診券整理番号を事前に確認すること。
ウ　生活保護受給者である確認をする。緊急時医療依頼証、マイナンバーカードによるオンライン資格確認のいずれかにて確認をすること。確認が取れない場合は、熊本市保護管理援護課（電話096-328-2299）に連絡し確認すること。
②検査器具等の準備
生保者等健診を実施するにあたり必要物品等は、生保者等健診実施機関が全て準備する。
③生保者等健診の実施
ア　生保者等健診は、生保者等健診実施機関が確保する場所で実施する。
イ　健診項目については、「別紙生保者等健診内容表」のとおりとする。
ウ　詳細な健診の項目（貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査）の実施条件は、「実施基準第１条第１項第１０号」及び「実施基準第１条第１項第１０号の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準（平成２０年同省告示第４号）」に定める基準に該当した者について、医師が個別に判断し実施する。
なお、実施する場合は、受診者に十分な説明を行うと共に、熊本市に送付する結果データ、熊本市生活保護受給者等健康診査用記入票又は、同等の健康診査結果票において、その理由を詳述すること。
エ　生理中の女性又は腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認める。
オ　「別紙生保者等健診内容表」以外の検査は、受診者が費用を負担することになるため、極力実施しないこと。実施を要する場合は、受診者に十分な説明を行い実施すること。
④健診結果の通知等
特定健診終了後、受診者に結果を通知するとともに、実施基準第3条に基づき、健康状態を自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報提供を行う。
ア　健診結果は、対面又は郵送により受診者に確実に通知する。
内容は、検査値や問診結果を踏まえた健診結果をわかりやすく説明するとともに、助言等を含めた情報提供を行う。
イ　検査値が受診勧奨に当たる場合は、受診者に対して受診勧奨を行う。

6　対象者への受診券の交付について
　令和8年（2026年）5月以降、対象者へ保護管理援護課より受診券を送付する。
7　その他
　この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定める。
別紙　　　　　　　　　生保者等健診内容表

①当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達する者

	区分
	内容

	基本的な健診の項目

（全員実施）
	既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)

	
	自覚症状及び他覚症状の検査

	
	身体計測
	身長

	
	
	体重

	
	
	腹囲

	
	
	ＢＭＩ

	
	血圧
	収縮期血圧

	
	
	拡張期血圧

	
	血中脂質検査
	中性脂肪※1

	
	
	ＨＤＬ－コレステロール

	
	
	ＬＤＬ－コレステロール

	
	肝機能検査
	AST（ＧＯＴ）

	
	
	ALT（ＧＰＴ）

	
	
	γ-GT（γ－ＧＴＰ）

	
	血糖検査　※3
	空腹時血糖※2

	
	
	ヘモグロビンA1c

	
	尿検査　※4
	糖

	
	
	蛋白

	追加健診の項目

（3又は4項目全員実施）
	血糖検査
	ヘモグロビンA1c

	
	生化学的検査
	血清クレアチニン※5

	
	
	血清尿酸

	
	尿検査　※4
	尿潜血

	詳細な健診の項目（医師の判断による追加項目）※6
	貧血検査
	赤血球数

	
	
	血色素量

	
	
	ヘマトクリット値

	
	心電図検査

	
	眼底検査

	
	血清クレアチニン


※1　やむを得ず空腹時以外測定する場合は、随時中性脂肪による血中脂質検査を可とする。
※2　問診時等に採血時間（食後10時間以上か未満か）について確認すること。

※3　基本的な健診項目の血糖検査は、空腹時血糖を優先し、ヘモグロビンＡ1ｃは追加健診で実施すること。ただし、空腹時血糖が検査不能の場合は、ヘモグロビンＡ1ｃを基本的な健診項目として実施すること。

※4　生理中の女性又は腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有する人の尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認める。

※5　詳細な健診項目に該当した場合は、追加健診としては実施せず、詳細な健診を優先し実施す

ること。
※6　詳細な健診の項目（医師の判断により実施する項目）を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うこと。
②当該年度において75歳以上の年齢に達する者

	区分
	内容

	基本的な健診の項目

（全員実施）
	既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)

	
	自覚症状及び他覚症状の検査

	
	身体計測
	身長

	
	
	体重

	
	
	ＢＭＩ

	
	血圧
	収縮期血圧

	
	
	拡張期血圧

	
	血中脂質検査
	中性脂肪※1

	
	
	ＨＤＬ－コレステロール

	
	
	ＬＤＬ－コレステロール

	
	肝機能検査
	AST（ＧＯＴ）

	
	
	ALT（ＧＰＴ）

	
	
	γ-GT（γ－ＧＴＰ）

	
	血糖検査　※3
	空腹時血糖※2

	
	
	ヘモグロビンA1c

	
	尿検査　※4
	糖

	
	
	蛋白

	追加健診の項目

（全員実施）
	血糖検査
	ヘモグロビンA1c

	
	生化学的検査
	血清クレアチニン

	
	
	血清尿酸

	
	尿検査　※4
	尿潜血

	
	貧血検査
	赤血球数

	
	
	血色素量

	
	
	ヘマトクリット値

	詳細な健診の項目（医師の判断による追加項目）※5
	心電図検査

	
	眼底検査


※1　やむを得ず空腹時以外測定する場合は、食直後を除き随時中性脂肪による血中脂質検査を可とする。
※2　問診時等に採血時間（食後10時間以上か未満か）について確認すること。

※3　基本的な健診項目の血糖検査は、空腹時血糖を優先し、ヘモグロビンＡ1ｃは追加健診で実施すること。ただし、空腹時血糖が検査不能の場合は、ヘモグロビンＡ1ｃを基本的な健診項目として実施すること。

※4　腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有する人の尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認める。

※5　詳細な健診の項目（医師の判断により実施する項目）を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うこと。
